
○滋賀県使用料および手数料条例 
令和元年（2019 年）10 月 1 日改正 知事公室 防災危機管理局 関係手数料  

 
１ 電気工事士法に基づく事務手数料  第 2 条第 2 項 56 号 
２ 消防法に基づく事務手数料     別表第 36(7) 
３ 火薬類取締法に基づく事務手数料  別表第 41(7) 
４ 高圧ガス保安法に基づく事務手数料 別表第 46(11), (15) 
５ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（以下「液石法」）に基づく

事務手数料               別表第 55(20) 
 
１件あたりの手数料額                           （単位：円） 
１ 電気工事士法に基づく電気工事士免状の交付等（第 2 条第 2 項 56 号関係） 

第一種電気工事士免状 現行    5,900 改正後   6,000 
第二種電気工事士免状 5,200 5,300 
電気工事士免状の再交付 2,600 2,700 
電気工事士免状の書換え 2,000 2,100 

２ 消防法に基づく危険物取扱者試験（別表第 36(7)関係） 
ア 甲種危険物取扱者 6,500 6,600 
イ 乙種危険物取扱者 4,500 4,600 
ウ 丙種危険物取扱者 3,600 3,700 

３ 火薬類取締法に基づく丙種火薬類製造保安責任者試験・火薬類取扱保安責任者試験 
（別表第 41(7)関係） 

丙種火薬類製造保安責任者 
火薬類取扱保安責任者 

17,000 18,000 

４ 高圧ガス保安法に基づく販売主任者、製造保安責任者試験（別表第 46(11), (15)関係） 
販売主任者試験(11) 

ア 第一種販売主任者 7,600（7,100） 7,900（7,400） 
イ 第二種販売主任者免状 6,000（5,500） 6,200（5,700） 

製造保安責任者試験(15) 
ア 乙種化学責任者 9,000（8,500） 9,300（8,800） 
イ 丙種化学責任者 8,400（7,900） 8,700（8,200） 
ウ 乙種機械責任者 9,000（8,500） 9,300（8,800） 
エ 第二種冷凍機械責任者 9,000（8,500） 9,300（8,800） 
オ 第三種冷凍機械責任者 8,400（7,900） 8,700（8,200） 

５ 液石法に基づく液化石油ガス設備士試験（別表第 55 関係(20)） 
液化石油ガス設備士 20,700（20,200） 21,400（20,900） 

注：（ ）内の金額は、電子情報処理組織により受験願書を提出する場合の手数料額を示す。 


